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招 集 日 時 及 び 場 所 

 日 時   令和５年９月２７日 

       午後１時３０分～午後３時００分 

場 所   出水市役所本庁 大会議室 

 

出欠委員 

（１） 出席委員 

農業委員 

会 長  横峯  均  

１番  大城 勝司     ７番  山口 安任    １３番  犬童 正成 

２番  樋口  修       ８番  小倉 幸夫    １４番  田下  勉 

３番  福本  悟     ９番  尾道 睦雄    １５番  福山 勝也 

４番  松元 浩文     

５番  大久保 友恵   １１番  （欠員）     １７番  外園  優 

６番  井町 和夫    １２番  花園 ハルエ   １８番  澤田 泰之 

農地利用最適化推進委員 

２０番  時吉 大喜    ２５番  岩元 慎太郎   ２９番  吉田  直 

２１番  田中 智彰                  ３０番  山口 廣喜 

２２番  中谷 國三    ２７番  武宮  豊    ３１番  坂元 敦信 

２３番  澤田 みね子   ２８番  外  雅夫    ３２番  花田 初男 

２４番  三原  仁 

 (２) 欠席委員  

農業委員 

１０番  大塚 雄二    １６番  久野 敏朗 

農地利用最適化推進委員 

２６番  内木場 義友 

 

その他出席者 

  戸﨑、浦﨑、倉本、大島、庵 

 

会議に付した事件 

 議案第 １号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第 ２号  農用地利用集積計画について 

 議案第 ３号  農地中間管理権の取得について 

議案第 ４号  農用地利用配分計画について 

議案第 ５号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 ６号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 ７号  非農地判断について 

議案第 ８号  出水市農業委員会農地利用最適化推進委員の辞任について 

 



議長   皆さん、今日は夏の暑さが、ここにきて大分和らいだんじゃないかなあという気がします

けれども、やはり日中は暑い日がまだ続くような傾向です。 

ただいまから第２６回出水市農業委員会定例総会を開会いたします。 

ただいまの出席委員は１６名で定足数に達しております。 

なお、１０番○○委員、１６番○○委員から欠席届が提出されております。 

また、推進委員の出席は１２名で、２６番○○○委員から欠席届が提出されております。 

議事録署名委員を指名いたします。１３番○○委員、１４番○○委員を指名いたします。 

 

日程４  会期を本日１日限りといたしますがよろしいでしょうか。 

      （「異議なし。」と言う者あり。） 

     会期は本日１日限りといたします。  

 

日程５  諸般の報告 

総会後の業務報告等（会長報告、省略） 

      合意解約等の報告（事務局報告、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長   それでは付議事件、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といた

します。事務局の説明をお願いします。 

事務局  （資料に基づき説明） 

議長   ○○委員、調査の結果報告をお願いいたします。 

２番   ２番○○です。 

９月２２日、○○委員、○○推進委員、私、事務局職員で調査、審議した結果を御報告い

たします。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、所有権移転、第９－１項を報

告いたします。 

所有権移転、第９－１項です。地籍図は、３０ページ左側を御覧ください。 

申請地は、米ノ津東小学校から南東へ２５０ｍのところに位置します。許可後はカンショ

を耕作されるとのことでした。申請人との関係は、他人です。 

またこの場所は、以前の空き家に付属する農地と同様の扱いですが、周辺の農地にも影響

はないと思われます。 

以上、所有権移転、第９－１は、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可相当と

判断いたしました。 

以上です。 

議長   続きまして○○委員、お願いします。 

１２番  １２番○○です。調査日は先ほど報告がありましたので省略いたします。 

所有権移転、第９－５項については、親子間の贈与により、現地調査を行わず、事務局の

報告説明により協議いたしました。５項につきましては、農地法第３条第２項各号には該当

しないため、許可相当と判断いたしました。以上です。 

議長   事務局並びに調査員の報告が終わりました。 

御意見御質問をお受けいたします。 

（「なし」の声） 

 

ないようです。調査員の報告では全件許可相当と報告されましたが、そのように決定して

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

それでは、議案第１号農地法３条の規定による許可申請については、全件許可と決定いた

します。 

議長   事務局のほうから今回の取下げ理由について若干、説明をさせます。 

事務局  委員、推進委員と現地調査を行った際に、江内の案件で言いますと、そこに既に建設資材

といいますか、Ｕ字溝のようなブロックが積んでありまして、これを全部きれいにして、耕

作に適するような状態にするのはいつぐらいまでにできますかという具体的な質問をしたと

ころ、その辺がまだ詳しく決まっておりませんでした。また申請書類、書面では分からない

状況がいろいろありました。３件ともですね、そういうことから申請者から一旦取下げます

という申出があったという状況でした。以上です。 

 

 



議長   続きまして議案第２号農用地利用集積計画についてと議案第３号農地中間管理権の取

得について、議案第４号農用地利用配分計画についてを一括して議題といたします。 

初めに議事参与の制限に該当する委員さんがいらっしゃいますので、１番○○委員の

退席をお願いいたします。 

     （１番○○委員退室） 

議長   それでは事務局、お願いいたします。 

事務局  （資料に基づき説明） 

議長   事務局の説明が終わりました。○○委員、審議結果の報告をお願いします。 

２番   ２番○○です。９月２２日、○○委員、○○推進委員と事務局職員で審議した結果を

報告いたします。ただいま事務局から説明がありました案件につきましては旧農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項の要件を満たしていますので適当と判断いたしました。

以上です。 

議長   はい、事務局、調査員の報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

ございませんか。 

（「なし」の声） 

議長   ないようです。調査員の報告では適当と報告されましたが、そのように決定してよろ

しいでしょうか。 

     （「はい」の声） 

議長   それでは適当と決定いたします。それでは○○委員の入室をお願いします。 

     （１番○○委員入室） 

議長   それでは、引き続き事務局の説明をお願いいたします。 

事務局  （資料に基づき説明） 

議長   事務局の説明が終わりました。１２番○○委員、審議結果の報告をお願いいたします。 

１２番  １２番○○です。ただいま事務局から説明がありました案件につきましては、旧農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件を満たしていますので適当と判断いたしまし

た。以上です。 

議長   事務局、調査員の報告が終わりました。 

御意見、御質問をお受けいたします。 

ございませんか。 

（「なし」の声） 

議長   ないようです。調査員の報告では全件適当と報告されましたが、そのように決定して

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

議長   それでは議案第２号農用地利用集積計画について、議案第３号中間管理権の取得につ

いて、議案第４号農用地利用配分計画については全件適当と決定いたします。 

 

 

 

 

 



議長   続きまして、議案第５号、農地法第４条の規定による許可申請についてを議題といたしま

す。 

事務局  （議案第５号、農地法第４条の規定による許可申請第９－１項について、総会資料により

説明） 

議長   ○○委員、調査の報告をお願いします。 

９番   ９番、○○です。 

９月２５日、○○委員と○○推進委員と事務局職員で調査しました結果を報告いたします。 

地籍図は６３ページになります。 

申請地は、中央町、パチンコニューヨークの前の道路を挟んで東側に位置するところにな

ります。隣は九州電気保安協会の事務所があるところでございまして、現在は不耕作地でご

ざいます。 

面積は、貸事務所１棟建設する敷地としては６３０㎡であり、妥当であると思われます。

造成等につきましては、道路面の高さまで約６０㎝程度盛り土をして、土砂が流出しないよ

うに周囲にはブロックを積む予定ということであります。 

生活雑排水につきましては、道路側の下水道に流すということで、雨水も道路側溝へ流す

とのことでございます。周りが住宅地でありますので、農地等への影響はないと思われます。

調査の結果としましては、農地区分と転用目的に問題はないので許可相当と判断をいたしま

した。 

議長   事務局、調査員の報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

（「なし」の声） 

ないようです。調査員の報告では、許可相当と報告されましたが、そのように決定してよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

議長   それでは議案第５号、農地法第４条の許可申請につきましては、許可相当と決定いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長   続きまして、議案第６号、農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたしま

す。事務局の説明をお願いいたします。 

事務局  （議案第６号、農地法第５条の規定による許可申請第９－１項について、総会資料により

説明） 

議長   ○○委員、調査の報告をお願いします。 

９番   ９番○○です。９月２５日、○○○○委員と○○推進委員、事務局職員で調査した結果を

報告いたします。 

     地籍図は６６ページ、左側になります。 

申請地は、平和町、マルイ農協本部の北側に位置するところでございまして、現在は、野

菜をつくってあるところでありました。 

申請面積は、駐車場を増設する敷地面積としましては２，２２５㎡であり、妥当だと思わ

れます。造成については現状のまま利用するということでありますが、患者用駐車場は舗装

し、職員駐車場は砂利敷きにする予定です。隣接地境界には、雨水、砂利等が流出しないよ

うに、ブロックを駐車面より高く積み上げるというような予定であるということであります。

なお雨水につきましては、浸透桝を設置して、自然流下されるということです。周辺農地等

も裏のほうにあるわけですが、ブロックを高くしてフェンスをして、周りの農地に影響のな

いようにするということでありましたので、現状としましては周辺の農地への影響はないと

思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないと思われますので、許可相当と判断をいた

しました。 

以上です。 

議長   続いて、第９－２項について、事務局の説明をお願いします。 

事務局  （第９－２項について総会資料により説明） 

議長   ○○○○委員、調査の報告をお願いします。 

７番   ７番○○です。９月２５日、○○委員と○○○○○推進委員、事務局職員で調査した結果

を報告します。 

     地籍図につきましては、６６ページの右側になります。 

申請地につきましては、福ノ江町、津山自治公民館より北西へ４００ｍほどに位置し、現

在不耕作の畑でございます。 

申請面積は、一般住宅１棟分の敷地面積として３７２㎡であり、妥当と思われます。造成

につきましては、３０㎝から１ｍほど盛土をされるということで、隣接地境界にはブロック

３段を積むということです。生活雑排水は合併浄化槽、雨水につきましては道路側溝へ流す

とのことです。周辺農地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と判断しました。 

以上です。 

議長   続いて、第９－３項について、事務局の説明をお願いします。 

事務局  （第９－３項について総会資料により説明） 

議長   ○○委員、調査の報告をお願いします。 

１８番  １８番○○です。調査日、調査員につきましては、先ほどの○○委員と同様ですので、省

略いたします。 



     地籍図は６７ページ左側になります。 

申請地は、上知識町、鹿島自治公民館より北へ９０ｍほどに位置したところで、現在は不

耕作の畑でした。 

申請面積は、共同住宅２棟建築する敷地面積として１，２８１㎡であり妥当であると思わ

れます。申請地斜線部分の北側に、２階建ての建物を１棟建ててそこに１０戸、あと東側に

１棟建ててそこに４戸、合計で１４戸建設予定だそうです。建物の南側のほうに駐車場を設

置予定ということでした。造成については１０㎝から２０㎝程度盛土、隣接地境界畑との境

界部について、北側と東側についてはですねブロックをして土留めをしたあと防護柵を設置

する予定だそうです。西側のほうは道路として利用されていて、北側の宅地に入れるように

なっていました。生活雑排水は下水道、雨水については道路側溝に流すとのことです。敷地

内に溜枡を設置して、一度に水が入らないように調整して流すということでした。周辺農地

への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので許可相当と判断いたしました。 

以上です。 

議長   続きまして、第９－４項について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局  （第９－４項について総会資料により説明） 

議長   事務局の説明が終わりました。 

○○○○委員、調査の報告をお願いします。 

７番   はい、７番○○です。調査日と調査員につきましては省略いたします。 

申請地は、福ノ江町、津山自治公民館より西へ１００ｍほどに位置し、現在、不耕作の畑

でございました。 

申請面積は、一般住宅１棟分の敷地面積として５９９㎡であり、一般住宅の許可基準面積

の概ね５００㎡を超えておりますけれども、敷地が細長く、農地を残しても通路の確保が難

しく、土地の有効利用が図れない等の理由書が添付されておりました。造成につきましては、

３０㎝程度盛土をし、隣接地境界にはブロックを積むそうです。生活雑排水は合併浄化槽へ、

雨水については道路側溝へ流すとのことです。周辺農地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と判断いたしました。 

以上です。 

議長   続きまして、第９－５項について、事務局の説明をお願いします。 

事務局  （第９－５項について総会資料により説明） 

議長   ○○委員、調査の報告をお願いします。 

４番   ４番○○です。調査日等は先ほど○○○○委員が報告されましたので、省略させていただ

きます。 

     申請地は、高尾野町下水流、下水流小学校より北へ１５０ｍほどに位置し、現在不耕作の

畑でございます。 

地籍図については、６８ページの左側を御覧ください。 

申請面積は、建売住宅２件分の面積として６１８㎡ということで妥当であると思われます。

造成については、４０㎝程度盛土をするということで、隣接地境界についてはブロックを設

置するということでございます。現在畑かんがありましたので今後撤去するということでご

ざいます。また、進入路については４ｍぐらいの道路をつくるということでございます。生



活雑排水については、申請地の手前に道路があり、そこに下水道が通っておりますので、そ

こに流すと。雨水についてはそこの道路側溝に流すということでございます。周辺農地への

影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と判断しました。 

以上です。 

議長   続きまして第９－６項について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局  （第９－６項について総会資料により説明） 

議長   ○○委員、報告をお願いします。 

４番   ４番○○です。 

申請地は、高尾野町下水流、下水流小学校から北へ２００ｍのところに位置するところで

ございます。現在申請地には、カボチャを植えてございました。今後カボチャの収穫をする

ということでございます。 

申請面積は、建売住宅２棟分の面積として７９８㎡であり、妥当と思われます。一体利用

地としまして、宅地２筆、１２１．９７㎡があります。これは、建売住宅の進入路というこ

とであります。この地籍図を御覧いただきますと、申請地の手前、○○○○番○と○○○○

番○、宅地がございますが、ここの左側のところを進入路にしまして、幅４ｍにするという

ことでございます。また造成については、４０㎝程度盛土を行い、隣接地境界についてはブ

ロックを設置するということでございます。生活雑排水については、手前道路に下水道が通

っておりますので、そこに流すと。雨水については道路側溝に流すということでございます。

周辺農地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と判断いたしました。 

以上です。 

議長   続きまして、第９－１０１項について、事務局の説明をお願いします。 

事務局  （第９－１０１項について総会資料により説明） 

議長   事務局の説明が終わりました。 

○○委員、調査の報告をお願いします。 

１８番  １８番○○です。 

     地籍図は６９ページ左側になります。 

申請地は、大野原町、スーパーマルナカから南西へ４０ｍほどに位置し、不耕作の畑でし

た。 

申請面積は、駐車場を増設する敷地面積として５５８㎡であり、妥当であると思われます。

地籍図の真ん中の斜線部分、○○○番○の畑が既に駐車場として利用されていまして、その

西側に今回、増設するということでした。雨水はこの北側に分筆された長いところがずっと

続いているんですけど、そこが水路になっていまして、そちらのほうに流すということです。

周辺農地には今までブロックがなかったんですけれども、南側と西側にブロックをして水が

流れていかないようにされるそうです。どちらにせよこの色が変わった部分は同じ人の土地

になっていますので周辺の農地への影響はないと思われます。農用地区域内農地ですけれど

も先ほど事務局のほうから説明があったとおり、既に変更通知が交付されていますので、周

辺農地の影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので許可相当と判断いたしました。 



以上です。 

議長   事務局、調査員の報告が終わりました。 

御意見、御質問をお受けいたします。 

（「なし」の声） 

ないようです。調査員の報告では、全件許可相当と報告されましたが、そのように決定し

てよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

議長   それでは議案第６号、農地法第５条の規定による許可申請につきましては、全件許可相当

と決定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長   続きまして、議案第７号、非農地証明判断についてを議題といたします。 

事務局  （議案第７号、非農地判断、第９－１項について、総会資料により説明） 

議長   ○○○○委員、お願いします。 

７番   ７番、○○です。 

調査日等については省略いたします。地籍図につきましては、７２ページの左側になりま

す。申請地は、荘、鶴荘学園より南へ１００ｍに位置し不耕作の畑です。 

現在は、荘下自治公民館の駐車場として利用されており、周囲の状況から見て申請どおり

の年月が経過していると思われ、農地への復元は困難な状態です。調査の結果非農地として

承認要件を満たしておりますので、承認と判断いたしました。以上です。 

議長   続きまして、第９－２項についてを議題といたします。 

事務局  （第９－２項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

９番   はい、９番○○です。 

調査日は９月２５日、詳細は省略いたします。 

申請地は、上大川内、大川内中学校の前を国道４４７号が通っておりますが、そこから、

北へ正現地区というところですが、６００ｍほど入ったところの不耕作地ということで、地

籍図は７２ページの右になります。 

申請地は、昔段々畑かなと思われる地形で、現在杉、雑木が手の回らない程度の大きさに

茂っておりました。周囲の状況から見ても申請どおりの年月は経過していると思われます。

農地への復元は、困難な状況でありました。調査の結果、非農地として承認要件を満たして

いると思いますので、承認と判断をいたしました。 

議長   続きまして、第９－３項についてを議題といたします。 

事務局  （第９－３項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

７番   ７番、○○です。地籍図については、７３ページ左側になります。 

申請地は、野田町下名、野田郷駅より西へ４００ｍに位置し不耕作の畑です。 

現在は、自宅の駐車場、庭等に利用されており、簡易な倉庫が置いてありました。 

周囲の状況から見て申請どおりの年月が経過していると思われ、農地への復元は困難な状

態です。調査の結果、非農地としての承認要件を満たしておりますので、承認と判断いたし

ました。以上です。 

議長   続きまして、第９－４項についてを議題といたします。 

事務局  （第９－４項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

４番   ４番、○○です。 

調査日は、先ほど説明しましたので、省略させていただきます。 

申請地は、高尾野町柴引、高尾野支所より南へ４５０ｍ行ったところの不耕作の畑でござ

います。地籍図は、７３ページの右側を御覧ください。 

現場は、旧高尾野町と平成１０年４月１日より、中部地区運動公園として利用されており、

本年８月３１日をもって契約を解除したところでございます。 

農地への復元は困難と感じました。年数も過ぎておりますので、調査の結果、非農地とし



ての承認要件を満たしておりますので、承認と判断しました。以上です。 

議長   続きまして、第９－５項についてを議題といたします。 

事務局  （第９－５項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

４番   ４番、○○です。 

申請地図は、７４ページの左側を御覧ください。 

前項にありました、中部地区運動公園の入口でございます。 

現在は、公園の入口として、公園で使う道具とかを収納する倉庫がございました。 

農地への復元は困難と感じました。また年数も過ぎております。調査の結果、非農地とし

ての承認要件を満たしておりますので、承認と判断しました。以上です。 

議長   続きまして、第９－６項についてを議題といたします。 

事務局  （第９－６項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

１８番  はい１８番、○○です。 

第９－６項、地籍図は７４ページ右側になります。議案第６号、農地法第５条の許可申請

第９－１０１項の敷地の北側で、先ほど水路部分って申し上げた部分になります。 

今回、駐車場の増設申請に伴って、ここを入口として同様に使うのだよっていう申請を出

したところ、登記が変わってないことに気づいて、今回の除外の申請になり、非農地の申請

になっているようです。申請地は、既に駐車場の出入口として利用されていまして農地への

復元は困難な状態でした。調査の結果、非農地としての承認要件を満たしていますので、承

認と判断いたしました。以上です。 

議長   調査員の報告は終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

（「なし」の声） 

議長   ないようです。調査員の報告では全件承認と報告されましたが、そのように決定してよろ

しいでしょうか。 

（「はい」の声） 

議長  それでは議案第７号、非農地判断については、全件承認と決定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長   引き続きまして、追加議案で議案第８号出水市農業委員会農地利用最適化推進委員の

辞任についてを議題といたします。 

御手元のほうに資料が配付されていると思いますが、追加議案として議案第８号出水

市農業委員会農地利用最適化推進委員の辞任についてを議題といたします。事務局、お

願いします。 

事務局  はい、議案第８号、追加議案でございますけれども、出水市農業委員会農地利用最適

化推進委員の辞任についてということで、提案理由の御説明をいたします。 

農業委員会等に関する法律第１７条の規定により委嘱された農地利用最適化推進委員

から、下記のとおり辞任したい旨の願いを受けましたので、同法第２３条の規定に基づ

き、農業委員会の同意を求めるものです。 

辞任の申出があった委員は、○○○○○推進委員です。 

辞任の年月日が、令和５年９月３０日ということで提案をさせていただきます。 

提案理由といたしましては、御病気によるということになります。○○○推進委員の

ほうが６月、７月、８月、今月も欠席ということで、今、４か月連続で総会の欠席、そ

れから調査のほうの欠席ということで、経過しております。 

私と次長で御本人に面会をいたしまして、自宅にいらっしゃるんですけれども推進委

員の職を続けていくことはちょっと厳しいということで、御本人のほうから辞任届が出

た次第でございます。以上です。 

議長   ただいま局長から説明がございましたが人員についての皆さん方の同意を得なければ

いけませんので、御意見、御質問ございませんか。 

ないようです。本人さんの体調不良ということで、辞任について同意されます方は挙

手をお願いします。 

はい、ありがとうございます。辞任について同意ということで決定をいたします。 

事務局  ありがとうございます。 

御同意いただいたということでそのように処理をさせていただきたいと思います。 

補充に関しましてですけれども、○○○○委員同様に残りの任期が約１年となります。

年を明けますと、次期改選のスケジュールが始まりますので、それに合わせてのスケジ

ュールで行わせていただきたいと思いますので、今回は、補充なしということで、提案

をさせていただきたいと思います。 

議長   ただいま局長から説明ございましたが補充はしないというような提案理由、提案がご

ざいましたが、そのようなことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

それでは補充をしないということで決定をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



議長   その他について、事務局から何かございませんか。 

     （その他） 

     〇相続登記の申請の義務化について（事務局説明 省略） 

     ○活動記録簿の提出について（事務局説明 省略） 

 

議長   その他、皆さん方から何かございませんか。 

ないようです。以上をもちまして、第２６回出水市農業委員会定例総会の日程、全て終了

いたします。どうもお疲れさまでした。 

 

 



出水市農業委員会会議規則第１９条第２項の規定により署名押印する。 
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